
医療法人社団かけはし臨床研究中央倫理審査委員会設置規程

（目的）

第１条　医療法人社団かけはし（以下「当法人」という。）における臨床研究等を適正に推進する

ために、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和３年文部科学省・厚生

労働省・経済産業省告示第１号）（以下「倫理指針」という。）及び医療法人社団かけはし臨床研

究等倫理規程（以下「臨床研究等倫理規程」という。）に基づき、当法人に医療法人社団かけは

し臨床研究倫理審査委員会（以下「倫理審査委員会」という。）を設置する。

（定義）

第２条　この規程における各用語の定義は、特に定める場合を除き、臨床研究等倫理規程に定

めるところによる。

（責務）

第３条　倫理審査委員会の長（以下「委員長」という。）は、倫理指針の対象となる研究（以下「倫

理指針対象研究」という。）を実施する当法人の研究責任者等から実施又は継続の適否につい

て審査を依頼された研究について、倫理指針の定めるところにより審査を行い、必要な意見を当

該研究責任者等に文書により通知する。

（組織）

第４条　倫理審査委員会は、理事長が指名する者をもって組織する。

（事務局）

第５条　倫理審査委員会の事務局を当法人本部に置く。

（運営等）

第６条　倫理審査委員会の運営等については、理事長が別に定めるところにより行う。

（雑則）

第７条　この規程に定める他、この規程の実施に当たって必要な事項は理事長が定める。

附 則

（施行期日）

この規程は、令和５年６月１日から施行する。


